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(57)【要約】
【課題】保守点検時の作業性に優れた細径内視鏡洗浄消
毒装置を提供する。
【解決手段】本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置は、筐体
と、筐体の底面上に載置する内部構造とを有し、内部構
造には、内視鏡の挿入部を収納する処理槽が連結する。
また、内部構造は、洗浄水供給系と、洗剤液供給系と、
消毒液供給系と、バブル供給系と、排出系とを備える。
かかる内部構造は、筐体から手動で引き出し可能であり
、引き出した内部構造を筐体に手動で収納可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、筐体の底面上に載置する内部構造とを有する細径内視鏡洗浄消毒装置であって
、
　前記内部構造には、細径内視鏡の挿入部を収納する処理槽が連結し、
　前記内部構造は、
　処理槽に、濯ぎ洗浄用の洗浄水を供給する洗浄水供給系と、
　処理槽に、洗剤洗浄用の洗剤液を供給する洗剤液供給系と、
　処理槽に、殺菌消毒用の消毒液を供給する消毒液供給系と、
　濯ぎ洗浄時と洗剤洗浄時と殺菌消毒時とのうち少なくとも１つにおいて、処理槽の下部
よりバブルを供給するバブル供給系と、
　処理槽内の処理液を排出する排出系と
を備え、
　内部構造は、筐体から手動で引き出し可能であり、引き出した内部構造を筐体に手動で
収納可能である細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　筐体の底面は、内部構造を引き出す方向から見て、左右の両側にのみ配置する請求項１
に記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　内部構造は、操作面側に引き出し可能である請求項１又は２に記載の細径内視鏡洗浄消
毒装置。
【請求項４】
　内部構造は、滑車を備え、筐体の底面上に滑車を挟んで載置する請求項１～３のいずれ
かに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　滑車は、内部構造を筐体に収納する方向から見て、手前の左右に１対のみ配置する請求
項４に記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　処理槽の上に透明な上部タンクを形成し、処理槽の下に透明な下部タンクを形成し、上
部タンクと下部タンクの外に給排水を管理するセンサを配置する請求項１～５のいずれか
に記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項７】
　殺菌消毒前に予め殺菌消毒時間を設定し、殺菌消毒時間が前記設定時間を経過すると、
アラームを発生する請求項１～６のいずれかに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　予め殺菌消毒回数を設定し、殺菌消毒回数が設定回数を経過すると、アラームを発生す
る請求項１～７のいずれかに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項９】
　細径内視鏡は、患者の診断・治療に際して患部へ挿入する挿入部と、挿入部を操作する
操作部とを備え、操作部に吸引口と鉗子口が配置する処置用内視鏡であって、
　操作部における吸引口と鉗子口を通して、処理槽内の洗浄水又は洗剤液又は消毒液と、
バブルとを供給することにより、内視鏡の挿入部の外部の洗浄又は消毒と同時に、内視鏡
の内部を洗浄又は消毒する請求項１～８のいずれかに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１０】
　洗剤洗浄が終了したときと、殺菌消毒が終了したときに、処理槽の上部より水を供給す
る請求項１～９のいずれかに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細径内視鏡洗浄消毒装置に関し、特に、保守点検時の作業性に優れた細径内
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視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、患者の診断・治療に際して、患部へ挿入する細長い挿入部と、挿入部を操作
する操作部とを備え、患部を観察するモニターに接続して使用する。挿入部の先端には、
患部を照射するライト、患部を捉える対物レンズ、組織の採取や異物の除去等に使用する
処置具を出し入れする鉗子口等が配置し、対物レンズを通してＣＣＤカメラが患部を撮影
する。また、操作部には、挿入部の先端から吸引するための吸引口、処置具を挿入すると
きに使用する鉗子口等が配置する。
【０００３】
　内視鏡により診断・治療を行うと、挿入部には、患者の血液、粘液、分泌液、組織片と
多数の病原菌（細菌、ウイルス）等が付着するため、診断・治療後に、洗浄と消毒が必要
である。しかし、内視鏡の洗浄と消毒作業を人手で行うと、迅速な診断・治療に支障が生
じる。また、内視鏡における挿入部の表面には、ポリスルフォン等の樹脂を形成している
ため、内視鏡に対して人が直接に触れる、擦るという作業は、内視鏡の表面状態を害する
。さらに、医療スタッフが、洗浄剤や消毒剤に直接触れると、手肌の荒れやアレルギーの
原因となる。
【０００４】
　かかる問題を解決するために、内視鏡洗浄消毒装置が知られている（特許文献１参照）
。特許文献１に開示する洗浄消毒装置は、鼻咽喉用内視鏡洗浄消毒装置であり、まず、内
視鏡の挿入部を処理槽（パイプ槽）に収納し、処理槽に洗浄水を供給して濯ぎ洗浄する濯
ぎ洗浄行程を実施する。つぎに、洗剤を供給して洗剤洗浄する洗剤洗浄行程を実施した後
、殺菌剤を供給して殺菌消毒する殺菌剤浸漬行程を実施する。かかる操作により、内視鏡
を１つの処理槽（パイプ槽）で洗浄及び消毒ができるため、内視鏡を移し替える操作が不
要となり、内視鏡の洗浄と消毒において、作業性が向上すると記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－６５６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の内視鏡洗浄消毒装置は、保守点検時に、筐体の側面や背面の一部に取り
付けた点検扉を開け、狭い点検口を通して作業をしなければならないため、筐体内の構造
を観察しにくく、手が届きにくく、作業範囲が限られている。このため、保守点検の作業
性が悪く、保守点検に時間を要するという問題がある。本発明は、保守点検時の作業性に
優れた細径内視鏡洗浄消毒装置を提供することを課題とする。また、洗浄消毒装置の保守
点検が容易であるため、洗浄消毒装置の稼働時間を長くして、内視鏡による円滑な診断と
治療を可能にする細径内視鏡洗浄消毒装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置は、筐体と、筐体の底面上に載置する内部構造とを有
し、内部構造には、細径内視鏡の挿入部を収納する処理槽が連結する。内部構造は、洗浄
水供給系と、洗剤液供給系と、消毒液供給系と、バブル供給系と、排出系を備える。洗浄
水供給系は、処理槽に、濯ぎ洗浄用の洗浄水を供給し、洗剤液供給系は、処理槽に、洗剤
洗浄用の洗剤液を供給し、消毒液供給系は、処理槽に、殺菌消毒用の消毒液を供給する。
また、バブル供給系は、濯ぎ洗浄時と洗剤洗浄時と殺菌消毒時とのうち少なくとも１つに
おいて、処理槽の下部よりバブルを供給し、排出系は、処理槽内の処理液を排出する。本
発明の細径内視鏡洗浄消毒装置は、内部構造が、筐体から手動で引き出し可能であり、引
き出した内部構造を筐体に手動で収納可能である。したがって、保守点検時の作業性が優
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れた細径内視鏡洗浄消毒装置を提供することができる。
【０００８】
　筐体の底面は、内部構造を引き出す方向から見て、左右の両側にのみ配置する態様とす
ることができる。また、内部構造が、操作面側に引き出し可能であると、引き出しやすく
、装置の向きを変える必要がなく、内部構造を引き出した後の保守点検が容易である点で
、好ましい。一方、内部構造が、滑車を備え、筐体の底面上に滑車を挟んで載置する態様
は、内部構造を筐体から手動で引き出すとき、また内部構造を筐体に手動で収納するとき
に、操作性を高めることができる点で、好ましい。滑車は、内部構造を筐体に収納する方
向から見て、手前の左右に１対のみ配置する態様が好ましい。かかる態様は、内部構造の
移動時には、スムーズな移動が可能であり、内部構造を引き出した後の保守点検時には、
内部構造が遊動しないため、保守点検の作業性を高めることができる。
【０００９】
　処理槽の上に透明な上部タンクを形成し、処理槽の下に透明な下部タンクを形成し、上
部タンクと下部タンクの外に給排水を管理するセンサを配置する態様が好ましい。かかる
態様は、処理槽内を浮遊する汚れ成分がセンサに付着するのを防止し、センサの誤動作を
回避できる。一方、殺菌消毒前に予め殺菌消毒時間を設定し、殺菌消毒時間が設定時間を
経過すると、アラームを発生する態様は、消毒液の殺菌消毒効果を確保すると共に、消毒
液をできるだけ長く使用する上で、好ましい。また、予め殺菌消毒回数を設定し、殺菌消
毒回数が設定回数を経過すると、アラームを発生する態様は、異なる消毒液を使用しても
殺菌消毒効果を高いレベルに確保することができ、処理後の消毒液の回収と排出の判断に
客観性を持たせることができる。
【００１０】
　細径内視鏡には、患者の診断・治療に際して患部へ挿入する挿入部と、挿入部を操作す
る操作部とを備え、操作部に吸引口と鉗子口が配置する処置用内視鏡がある。処置用内視
鏡の場合には、操作部における吸引口と鉗子口を通して、処理槽内の洗浄水又は洗剤液又
は消毒液と、バブルとを供給することにより、内視鏡の挿入部の外部の洗浄又は消毒と同
時に、内視鏡の内部を洗浄又は消毒することができる。一方、洗剤洗浄が終了したときと
、殺菌消毒が終了したときに、処理槽の上部より水を供給すると、処理槽内に残存する泡
を消去し、機械の誤動作を減らすことができる点で、好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　保守点検時の作業性が優れた細径内視鏡洗浄消毒装置を提供することができる。また、
細径内視鏡洗浄消毒装置の保守点検時間を短縮できるため、洗浄消毒装置の稼働時間を長
くすることができる。したがって、内視鏡による円滑な診断と治療に貢献する。また、医
療現場でも洗浄消毒装置の簡単な修理ができるため、医療現場への代替器の貸し出しが不
要となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の構造を例示する概念図である。
【図２】本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の配管系統を概略的に説明する図である。
【図３】本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置により洗浄消毒方法を実施するフローチャート
である。
【図４】本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の構造を示す概念図である。
【図５】本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の構造を示す概念図である。
【図６】本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置における内部構造を示す概念図である。
【図７】本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の配管系統の他の態様を概略的に説明する図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の構造を例示する概念図である。図１に示す
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ように、本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置は、筐体１と、筐体１の底面上に載置する内部
構造２とを有する。載置するとは、載せて置くことをいう。図１（ａ）は、内部構造２を
筐体１内に収納した状態を示し、図１（ｂ）は、内部構造２を筐体１から引き出した状態
を示す。図１に示すように、内部構造２には、処理槽３が連結する。内視鏡の洗浄・消毒
時には、細径内視鏡の挿入部を処理槽３内に収納し、細径内視鏡の操作部を保持部４に載
置する。
【００１４】
　内部構造２は、領域５に、洗浄水供給系と、洗剤液供給系と、消毒液供給系と、バブル
供給系と、排出系とを備える。洗浄水供給系は、処理槽に、濯ぎ洗浄用の洗浄水を供給し
、洗剤液供給系は、処理槽に、洗剤洗浄用の洗剤液を供給する。また、消毒液供給系は、
処理槽に、殺菌消毒用の消毒液を供給し、バブル供給系は、濯ぎ洗浄時と洗剤洗浄時と殺
菌消毒時とのうち少なくとも１つにおいて、処理槽の下部よりバブルを供給し、排水系は
、処理槽内の処理液を排出する。
【００１５】
　細径内視鏡は、患部に挿入する挿入部の外径が６ｍｍ以下と細く、外径２ｍｍ～３ｍｍ
の小サイズのものが多い。また、挿入部の長さは４０ｃｍ以下が一般的であり、３０ｃｍ
程度の小サイズのものが多用されている。このように細径内視鏡は、挿入部が小サイズで
あるため、診断治療時において患者の苦痛が軽い。また、細孔に挿入できるため、耳鼻咽
喉科において、鼻腔、咽頭、喉頭、耳の診断治療に使用され、泌尿器科において、尿道を
通して膀胱の診断等に使用され、また産婦人科において、子宮の診断等に使用される。
【００１６】
　このため、大腸内視鏡洗浄消毒装置等と異なり、細径内視鏡洗浄消毒装置における内部
構造は、１２．５ｋｇ程度の軽量である。したがって、細径内視鏡洗浄消毒装置では、内
部構造２を筐体１から手動で引き出し可能であり、引き出した内部構造２を筐体１に手動
で収納可能な構造とすることができる。細径内視鏡洗浄消毒装置は、細径内視鏡を洗浄消
毒するときは、図１（ａ）の収納状態で使用する。また、細径内視鏡洗浄消毒装置の保守
点検に際しては、図１（ａ）の収納状態から、図１（ｂ）に示すように、内部構造２を筐
体１から矢印の方向に手動で引き出すことができる。このため、内部構造を、上方向と、
右横方向と、左横方向と、装置構造によっては背面方向から自由に観察することができ、
自由に手指を挿入することができる。また、保守点検後、引き出した内部構造を筐体に手
動で簡単に収納することができる。
【００１７】
　したがって、本発明によれば、保守点検時の作業性が優れた細径内視鏡洗浄消毒装置を
提供することができる。また、洗浄消毒装置の保守点検が容易となり、作業時間を短縮で
きるため、洗浄消毒装置の稼働時間を長くすることができ、その結果、内視鏡による円滑
な診断と治療に貢献する。さらに、洗浄消毒装置の修理がすぐにでき、医療現場でも簡単
な修理ができるため、医療現場への代替器の貸し出しが不要となる。
【００１８】
　図１に例示する態様は、内部構造２を筐体１から、操作面側（：図１（ｂ）に示す矢印
の方向）に引き出すことができる。医療現場において、細径内視鏡洗浄消毒装置は、背面
を部屋の壁に向けて配置することが多い。このため、図１に例示する態様は、内部構造を
引き出すときに障害が少ないため、引き出しやすく、装置の向きを変える必要がない。さ
らに、内部構造を引き出した後の保守点検が容易である点で、好ましい。かかる態様にお
いて、筐体１は、背面側（：図１（ｂ）に示す矢印の反対方向）に、必ずしも板状体を設
ける必要はない。一方、細径内視鏡洗浄消毒装置は、背面を部屋の壁に向けて配置しなけ
ればならないものではないため、種々の使用状況等に合わせて、細径内視鏡洗浄消毒装置
の背面方向等、他の方向へ内部構造を引き出す態様とすることも可能である。
【００１９】
　図２は、本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の配管系統を概略的に説明する図である。図
２に示すように、洗浄消毒処理を行うときは、細径内視鏡の挿入部６を処理槽３に収納し
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、細径内視鏡の操作部７を保持部４に載置する。図２に示す制御部は、図示していないＣ
ＰＵと、メモリーと、データベースと、デイスプレィ等とから構成される。洗浄消毒処理
を行うときは、メモリーに記録されているプログラムに従ってＣＰＵは、データベースに
記録されているデータに基づき、細径内視鏡洗浄消毒装置の構成要素に制御信号を送信し
、装置全体を制御し、一連の洗浄消毒処理を行う。本実施形態においては、制御部を使用
して洗浄消毒処理を行う例を示すが、目視により状態を確認し、手動により操作する形態
も可能である。また、一部の工程を制御部により、残部を手動により操作することもでき
る。
【００２０】
　洗浄水供給系により濯ぎ洗浄を行うときは、図２に示すように、制御部は、電磁弁Ｖ１
に制御信号を送信し、電磁弁Ｖ１が開動作し、たとえば水道水等の濯ぎ洗浄用の洗浄水を
処理槽３の下に配置する下部タンク９へ送り、処理槽３に洗浄水を供給する。処理槽３の
上に透明な上部タンク８を形成し、上部タンク８にセンサ１０を配置し、処理槽３が満水
になると、センサ１０が検知情報を制御部に送信する。受信した制御部は、電磁弁Ｖ１に
制御信号を送信し、洗浄水の供給を停止する。かかる態様は、給水を管理できる点で好ま
しい。また、給水を管理するセンサ１０を、透明な上部タンク８の外に配置する態様は、
処理槽内を浮遊する汚れ成分等がセンサ１０に付着するのを防止し、センサ１０の誤動作
を回避できる点で好ましい。かかる液体検出用のセンサ１０には、静電容量型のセンサを
好ましく使用することができる。
【００２１】
　洗浄水等の処理液は、上部タンク８へ供給する態様より、下部タンク９へ供給する態様
の方が、処理槽３内の発泡を抑制する点、センサ１０が正確に機能する点と、供給する液
が混合しやすく、作業時間を短縮できる点で、好ましい。洗剤液や消毒液の供給において
も同様である。
【００２２】
　濯ぎ洗浄時において、処理槽３の下部よりバブルを供給するときは、制御部は、エアー
ポンプＰ２に制御信号を送信し、受信したエアーポンプＰ２は、処理槽３の下部に配置す
るバブル生成部１２に空気を供給する。バブル生成部１２は、多孔質材料で形成されてい
るため、バブル生成部１２に空気を供給することにより、処理槽３内に小径バブルを放出
し、液中に小径バブルを多量に分散することができる。洗剤洗浄時や殺菌消毒時において
、バブルを供給するときも同様である。
【００２３】
　小径のバブルは、マイナスに帯電しているため、小径バブル同士は合体しにくく、液中
で安定である。また、小径バブルは、浮力が小さいため、液中を浮遊する傾向が強い。一
方、内視鏡の挿入部の表面に付着するタンパク質等の汚れ成分は、プラスに帯電している
ため、マイナスに帯電している小径バブルと電気的に結合しやすく、汚れ成分を小径バブ
ルの表面に取り込みやすい。また、マイナスに帯電している小径バブルが結合すると、汚
れ成分のプラス電荷を中和するため、挿入部からの汚れ成分の分離を促進する。さらに、
汚れ成分が吸着したバブルは、浮力が増加し、浮上するため、タンパク質等の汚れ成分が
挿入部へ再付着するのを防止する機能がある。
【００２４】
　したがって、小径バブルを使用することにより、内視鏡挿入部の手洗いによるダメージ
を回避すると共に、高い洗浄効果を発揮することができる。このため、濯ぎ洗浄回数が減
少し、使用水量の低減、省電力と処理時間の短縮を実現することができる。濯ぎ洗浄と同
様に洗剤洗浄や殺菌消毒においても、小径バブルは同様の機能を発揮し、洗浄効果と殺菌
消毒効果を高める。
【００２５】
　排出系により処理槽内の濯ぎ洗浄後の処理液を排出するときは、図２に示すように、制
御部は、電磁弁Ｖ３に制御信号を送信し、電磁弁Ｖ３が閉動作し、電磁弁Ｖ４に制御信号
を送信し、電磁弁Ｖ４が開動作する。また、制御部は、ポンプＰ１に制御信号を送信し、
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下部タンク９から、処理槽３内の処理液を排出する。複数回の濯ぎ洗浄を実施するときは
、これらの洗浄水の供給と排出処理を繰り返す。処理槽３の下にある下部タンク９にセン
サ１１を配置し、処理液の排出が完了すると、センサ１１が、検知情報を制御部に送信し
、制御部がポンプＰ１に制御信号を送信し、処理液の排出を停止する態様は、排水を管理
できる点で好ましい。また、排水を管理するセンサ１１を、透明な下部タンク９の外に配
置する態様は、処理槽内を浮遊する汚れ成分がセンサ１１に付着するのを防止し、センサ
１１の誤動作を回避できる点で好ましい。液体検出用のセンサ１１には、静電容量型のセ
ンサを好ましく使用することができる。洗剤洗浄後の処理液の排出や、殺菌消毒後の処理
液の排出においても同様である。
【００２６】
　洗剤液供給系により、処理槽に、洗剤洗浄用の洗剤液を供給するときは、図２に示すよ
うに、制御部は、電磁弁Ｖ１に制御信号を送信し、電磁弁Ｖ１が開動作する。また、制御
部は、ポンプＰ４に制御信号を送信してポンプＰ４を始動し、洗剤液（原液）を所定の割
合で洗浄水に混合し、下部タンク９へ送り、処理槽３に洗剤液を供給する。処理槽３に洗
剤液が充填すると、上部タンク８にあるセンサ１０が検知し、検知した情報を制御部に送
信し、制御部は、電磁弁Ｖ１に制御信号を送信し、電磁弁Ｖ１が閉動作すると同時に、ポ
ンプＰ４に制御信号を送信し、ポンプＰ４が停止する。その後、バブル供給系により、バ
ブルを供給することができ、洗剤洗浄後、排出系により処理槽３内の処理液を排出する。
洗剤洗浄をし、処理液を排出することにより洗剤洗浄処理が終了したとき、処理槽３の上
部より水を供給する態様は、処理槽内に残存する泡を消去し、機械の誤動作を減らすこと
ができる点で、好ましい。複数回の洗剤洗浄を実施するときは、これらの洗剤液の供給と
排出処理を繰り返し、洗剤洗浄後、洗浄水供給系を使用して濯ぎ洗浄を行うことができる
。
【００２７】
　消毒液供給系により、処理槽に、殺菌消毒用の消毒液を供給するときは、図２に示すよ
うに、制御部は、電磁弁Ｖ３に制御信号を送信し、電磁弁Ｖ３が閉動作し、ポンプＰ３に
制御信号を送信し、ポンプＰ３は、消毒液タンク内にある消毒液を下部タンク９へ送り、
消毒液を処理槽３に供給する。消毒液タンクには、必要に応じて消毒液を補充する。処理
槽３に消毒液が充填すると、上部タンク８にあるセンサ１０が検知し、検知した情報を制
御部に送信し、制御部は、ポンプＰ３に制御信号を送信し、ポンプＰ３が停止する。その
後、バブル供給系により、バブルを供給することができる。必要な消毒殺菌時間は、消毒
液の種類により異なるため、使用する消毒液の種類に合わせて、殺菌消毒前に予め殺菌消
毒時間を設定し、制御部は、殺菌消毒時間が設定時間を経過すると、制御信号を送信し、
アラームを発生する態様は、消毒液の殺菌消毒効果を確保すると共に、消毒液をできるだ
け長く使用する上で、好ましい。
【００２８】
　消毒液は、種類に応じて、所定の回数使用することができるため、所定の回数に達する
までの消毒液は回収して再使用する。消毒液を回収するときは、図２に示すように、制御
部は、電磁弁Ｖ４に制御信号を送信し、電磁弁Ｖ４が閉動作し、電磁弁Ｖ３に制御信号を
送信し、電磁弁Ｖ３が開動作する。また、制御部は、ポンプＰ１に制御信号を送信し、ポ
ンプＰ１により処理槽３内の消毒液を消毒液タンクへ回収する。消毒液の回収が完了する
と、下部タンク９に配置するセンサ１１が検知し、検知情報を制御部に送信し、受信した
制御部は、ポンプＰ１に制御信号を送信し、ポンプＰ１が停止する。消毒液を回収しない
ときは、排出系により、処理槽３内の処理液（消毒液）を排出することができる。消毒液
の回収又は排出により殺菌消毒処理が終了したとき、処理槽３の上部より水を供給する態
様は、処理槽内に残存する泡を消去し、機械の誤動作を減らすことができる点で、好まし
い。
【００２９】
　消毒液は、種類に応じて、使用できる回数に制限がある。このため、消毒液の種類に応
じて、予め殺菌消毒回数を設定し、制御部は、殺菌消毒回数をカウントして記録し、殺菌
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消毒回数が設定回数を経過すると、制御部は制御信号を送信し、アラームを発生する態様
が好ましい。かかる態様は、異なる消毒液を使用しても殺菌消毒効果を高いレベルに確保
することができ、処理後の消毒液の回収と排出の判断に客観性を持たせることができる。
複数回の殺菌消毒を実施するときは、これらの消毒液の供給と、回収又は排出処理を繰り
返し、殺菌消毒後、洗浄水供給系を使用して濯ぎ洗浄を行うことができる。
【００３０】
　図３は、本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置により洗浄消毒方法を実施するフローチャー
トである。図３に例示するように、まず、洗浄消毒処理を開始し、内視鏡を洗浄消毒装置
に配置する（ステップＳ１）。内視鏡の配置は、細径内視鏡の挿入部を洗浄消毒装置の処
理槽に収納し、細径内視鏡の操作部を洗浄消毒装置の保持部に載置する。つぎに、洗浄水
供給系により、濯ぎ洗浄を行い（ステップＳ２）、大きな汚れや洗浄水により除去できる
汚れを先に取り除く。濯ぎ洗浄は、バブルを供給しながら行うことが好ましく、所定回数
行うことができ、終了後、処理液を排出する。
【００３１】
　つぎに、洗剤液供給系により、洗剤洗浄を行い（ステップＳ３）、内視鏡の挿入部表面
の汚れ成分を強力に除去する。洗剤洗浄は、バブルを供給しながら行うことが好ましく、
洗剤洗浄後、処理液を排出する。つづいて、濯ぎ洗浄を行い（ステップＳ４）、汚れ成分
と洗剤液を除去する。濯ぎ洗浄においても、バブルを供給しながら行うことが好ましく、
濯ぎ洗浄後、処理液を排出する。また、必要に応じて、濯ぎ洗浄（ステップＳ４）は、複
数回実施する。
【００３２】
　その後、消毒液供給系により、殺菌消毒を行い（ステップＳ５）、洗剤洗浄をした内視
鏡の挿入部を滅菌し、２次感染等の危険を排除する。殺菌消毒は、バブルを供給しながら
行うことが好ましく、消毒殺菌が終了すると、消毒液を回収又は排出する。つぎに、濯ぎ
洗浄を行い（ステップＳ６）、内視鏡の挿入部に残っている消毒液を除去する。濯ぎ洗浄
においても、バブルを供給しながら行うことが好ましく、濯ぎ洗浄後、処理液を排出する
。また、必要に応じて、濯ぎ洗浄（ステップＳ６）は、複数回実施する。これにより、細
径内視鏡洗浄消毒装置による洗浄消毒を終了する。
【００３３】
　図４は、本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の構造を示す概念図であり、図４（ａ）は、
処理槽３が連結する内部構造２を示し、図４（ｂ）は、筐体１を示す。図４に示す例では
、内部構造２の底面には左右に、凸状部材２ａが配置し、凸状部材２ａは、内部構造の引
き出し方向（：手前方向）に細長い形状を有する。一方、筐体１の底面の左右には、Ｌ状
部材１ａが配置し、Ｌ状部材１ａは、引き出し方向（：手前方向）に細長い形状を有する
。また、収納時に、内部構造側の凸状部材２ａが、筐体側のＬ状部材１ａ上に配置するよ
うに調整する。
【００３４】
　したがって、内部構造２を筐体１内に収納すると、内部構造２は、筐体１の底面上に載
置する。また、内部構造２を筐体１から引き出すと、Ｌ状部材１ａ上を凸状部材２ａが滑
るため、手動で引き出し可能である。内部構造２に凸状部材２ａを設けると、筐体１から
の引き出し及び収納がスムーズになる点で好ましい。また、筐体１にＬ状部材１ａを設け
ると、内部構造２の凸状部材２ａを誘導するため、内部構造２の筐体１からの引き出し及
び収納を直線的に行うことができる。凸状部材２ａとＬ状部材１ａの配置を調整すると、
収納時における内部構造２の位置を正確に定めることができる点で好ましい。
【００３５】
　図５は、本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の構造を示す概念図であり、図５（ａ）は、
処理槽３が連結する内部構造２を示し、図５（ｂ）は、筐体１を示す。図５に示す例では
、図４の例と同様に、内部構造２の底面には左右に、細長い凸状部材２ａが配置する。一
方、筐体１の底面の左右には、図４の例と同様に、細長いＬ状部材１ａが配置し、収納時
に内部構造側の凸状部材２ａが、筐体側のＬ状部材１ａ上に配置するように調整する。一
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方、図５に示す例では、図４と異なり、筐体１の底面は、内部構造２を引き出す方向（：
手前方向）から見て、左右の両側にのみ配置する。図５に示す態様においても、内部構造
２を筐体１内に収納すると、内部構造２は、筐体１の底面上に載置する。また、内部構造
２を筐体１から引き出すとき、Ｌ状部材１ａ上を凸状部材２ａが滑るため、手動で引き出
し可能であり、内部構造を筐体内に手動で収納することができる。
【００３６】
　図６は、本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置における内部構造を示す概念図である。図６
に例示する内部構造２は、図４及び図５における凸状部材２ａの代わりに、滑車１３を備
えるため、内部構造２を筐体に収納すると、内部構造は、筐体の底面上に滑車を挟んで載
置する。図６に示す態様は、内部構造を筐体から手動で引き出すとき、また内部構造を筐
体に手動で収納するときに、操作性を高めることができる点で、好ましい。かかる態様に
おいても、図４又は図５に示すように、筐体１の底面の左右に細長いＬ状部材１ａを配置
し、収納時に、内部構造２側にある滑車１３が、筐体１側のＬ状部材１ａ上に配置するよ
うに調整する形態が好ましい。滑車１３が、Ｌ状部材１ａ上に配置するように調整すると
、滑車１３がＬ状部材１ａにより誘導され、内部構造の引き出し及び収納を直線的に行う
ことができる。
【００３７】
　図６に示す例では、滑車１３として、前方輪１３ａと後方輪１３ｂとが配置するため、
内部構造を筐体から引き出すとき、また内部構造を筐体に収納するときには、内部構造の
移動性が高く、作業性がよい。しかし、内部構造の移動性が高いため、内部構造を筐体か
ら引き出した後、内部構造の保守点検をするときに、内部構造が不用意に遊動する虞があ
る。そこで、図６において、一対の後方輪１３ｂを除去し、一対の前方輪１３ａのみとす
る態様、すなわち、内部構造２を筐体に収納する方向（：図６における矢印の方向）から
見て、手前の左右に一対のみ滑車を配置する態様が好ましい。かかる態様は、内部構造の
移動時には、前方輪１３ａによりスムーズな移動が可能であり、内部構造を引き出した後
の保守点検時には、底部２ｂにより内部構造２が固定され、内部構造が遊動しないため、
保守点検の作業性を高めることができる。
【００３８】
　図７は、本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置の配管系統の他の態様を概略的に説明する図
である。図７に例示する細径内視鏡は、患者の診断・治療に際し、患部へ挿入する挿入部
６と、挿入部６を操作する操作部７とを備え、操作部７に吸引口１５と鉗子口１６が配置
する処置用内視鏡である。操作部７に配置する吸引口１５は、治療に際して、挿入部６の
先端から粘液等を吸引するときに使用する。鉗子口１６は、組織の採取や異物の除去等に
使用する処置具を出し入れするときに使用し、処置具は、鉗子口１６から挿入部６の内部
を通して配置し、挿入部の先端で組織の採取等を行う。このため、治療後、吸引口１５と
鉗子口１６を含め、挿入部６の内部の洗浄消毒が不可欠である。
【００３９】
　図７に例示するように、吸引口１５と鉗子口１６と挿入部６の内部を濯ぎ洗浄するとき
は、挿入部６の外部の濯ぎ洗浄と同時に、制御部は、ポンプＰ５に制御信号を送信し、ポ
ンプＰ５は、処理槽３の取り出し口１４から、吸引口１５と鉗子口１６に洗浄水とバブル
を送る。したがって、操作部における吸引口と鉗子口を通して、処理槽内の洗浄水とバブ
ルとを供給することにより、内視鏡の挿入部の外部の濯ぎ洗浄と同時に、内視鏡の内部を
濯ぎ洗浄することができる。かかる操作を、洗剤洗浄及び殺菌消毒時に実施することによ
り、内視鏡の挿入部の外部の洗浄消毒と同時に、内視鏡の内部を洗浄消毒することができ
る。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　保守点検時の作業性が優れた細径内視鏡洗浄消毒装置を提供することができる。また、
洗浄消毒装置の保守点検が容易となり、作業時間を短縮できるため、洗浄消毒装置の稼働
時間を長くすることができ、内視鏡による円滑な診断と治療に貢献する。
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【符号の説明】
【００４１】
　１　筐体
　１ａ　Ｌ状部材
　２　内部構造
　２ａ　凸状部材
　３　処理槽
　４　保持部
　６　挿入部
　７　操作部
　８　上部タンク
　９　下部タンク
　１０，１１　センサ
　１２　バブル生成部
　１３　滑車
　１３ａ　前方輪
　１３ｂ　後方輪
　１５　吸引口
　１６　鉗子口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月28日(2017.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、筐体の底面上に載置する内部構造とを有する細径内視鏡洗浄消毒装置であって
、
　前記内部構造には、細径内視鏡の挿入部を収納する処理槽が連結し、
　前記内部構造は、
　処理槽に、濯ぎ洗浄用の洗浄水を処理槽の下部より供給する洗浄水供給系と、
　処理槽に、洗剤洗浄用の洗剤液を処理槽の下部より供給する洗剤液供給系と、
　処理槽に、殺菌消毒用の消毒液を処理槽の下部より供給する消毒液供給系と、
　濯ぎ洗浄時と洗剤洗浄時と殺菌消毒時とのうち少なくとも１つにおいて、処理槽の下部
よりバブルを供給するバブル供給系と、
　処理槽内の処理液を排出する排出系と
を備え、
　内部構造は、筐体から手動で引き出し可能であり、引き出した内部構造を筐体に手動で
収納可能である細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　筐体の底面は、内部構造を引き出す方向から見て、左右の両側にのみ配置する請求項１
に記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
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【請求項３】
　内部構造は、操作面側に引き出し可能である請求項１又は２に記載の細径内視鏡洗浄消
毒装置。
【請求項４】
　内部構造は、滑車を備え、筐体の底面上に滑車を挟んで載置する請求項１～３のいずれ
かに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　滑車は、内部構造を筐体に収納する方向から見て、手前の左右に１対のみ配置する請求
項４に記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　処理槽の上に透明な上部タンクを形成し、処理槽の下に透明な下部タンクを形成し、上
部タンクと下部タンクの外に給排水を管理するセンサを配置する請求項１～５のいずれか
に記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項７】
　殺菌消毒前に予め殺菌消毒時間を設定し、殺菌消毒時間が前記設定時間を経過すると、
アラームを発生する請求項１～６のいずれかに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　予め殺菌消毒回数を設定し、殺菌消毒回数が設定回数を経過すると、アラームを発生す
る請求項１～７のいずれかに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項９】
　細径内視鏡は、患者の診断・治療に際して患部へ挿入する挿入部と、挿入部を操作する
操作部とを備え、操作部に吸引口と鉗子口が配置する処置用内視鏡であって、
　操作部における吸引口と鉗子口を通して、処理槽内の洗浄水又は洗剤液又は消毒液と、
バブルとを供給することにより、内視鏡の挿入部の外部の洗浄又は消毒と同時に、内視鏡
の内部を洗浄又は消毒する請求項１～８のいずれかに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１０】
　洗剤洗浄が終了したときと、殺菌消毒が終了したときに、処理槽の上部より水を供給す
る請求項１～９のいずれかに記載の細径内視鏡洗浄消毒装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置は、筐体と、筐体の底面上に載置する内部構造とを有
し、内部構造には、細径内視鏡の挿入部を収納する処理槽が連結する。内部構造は、洗浄
水供給系と、洗剤液供給系と、消毒液供給系と、バブル供給系と、排出系を備える。洗浄
水供給系は、処理槽に、濯ぎ洗浄用の洗浄水を処理槽の下部より供給し、洗剤液供給系は
、処理槽に、洗剤洗浄用の洗剤液を処理槽の下部より供給し、消毒液供給系は、処理槽に
、殺菌消毒用の消毒液を処理槽の下部より供給する。また、バブル供給系は、濯ぎ洗浄時
と洗剤洗浄時と殺菌消毒時とのうち少なくとも１つにおいて、処理槽の下部よりバブルを
供給し、排出系は、処理槽内の処理液を排出する。本発明の細径内視鏡洗浄消毒装置は、
内部構造が、筐体から手動で引き出し可能であり、引き出した内部構造を筐体に手動で収
納可能である。したがって、保守点検時の作業性が優れた細径内視鏡洗浄消毒装置を提供
することができる。
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